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事件・事故発生時の対応
１ 基本方針

生徒の人命及び人権の尊重を最優先とし、事件・事故の状況を正確に把握し、大学本部及
び教育学部、附属学校園、関係機関と連携して、全教職員・生徒・保護者の共通理解のもと、
迅速かつ適切に事態の収拾を図り、教育活動の平常化に努める。

２ 対応の流れ
事件・事故の発生情報の把握

校長：教育学部副学部長（附属中担当）への一報

校長：事件・事故の詳細把握

校長：教育学部副学部長へ詳細報告 教頭：教職員への一報
外部対応窓口の確認

副学部長：学部長・支援課長へ報告 教頭：生徒・教職員の安全
確保及び今後の影響
につい杖の第一次把

教育学部長：事務局担当課長を通じ、担当理事、担 握
当副学長及び学長へ報告
総務企画課長を通じ、危機管理担当理
事へ報告

緊急対策会議
構成員：教育学部長・同副学部長・同支援課長・同

支援課長補佐・同総務係長、附属中校長及
び関係者

内 容：①事件・事故の状況確認・整理
②今後の影響についての想定・把握
③具体的対応策の検討
④今後の方針についての指示
⑤役割分担等の確認
⑥その他必要な事項

教育学部長（同支援課長）：適時様式を用いて報

緊急職員会議
内容：○生徒・保護者・教職員の現状確認 ○事件・事故の状況周知

○今後の影響の確認 ○具体的な対応策の指示
○今後の方針の指示 ○役割分担の確認
○その他必要な事項

具 体 的 な 対 応

対応の状況及び結果の確認、対応の修正

事件・事故発生の経緯と影響及び対応の記録

再発防止計画の策定と実施

校長：教育学部副学部長へ再発防止計画実施状況の報告

教育学部副学部長：教育学部長・同支援課長へ再発防止計画実施状況の報告

教育学部長（支援課長）：担当理事、担当副学長及び危機管理担当理事を
通じて、学長へ報告書の提出


